
液化石油ガス法関係 申請書（手数料）申請方法 

 

【オンライン申請総合窓口サイト】 

オンラインでの申請を行う場合は、岐阜市公式ホームページの「 オンライン申請総合窓口

サイト」からの申請となります。以下の URL 又は QR コードから申請を始めてください。 

 

URL: https://logoform.jp/procedure/BcLm/415 

◆サイトにアクセスし、キーワード検索で、 

 液化石油ガス」と検索し、 液化石油ガス法関係 申請書（手数料）」 

の申請ボタンを押して、申請を始めてください。 

 

【申請手順】 

① メールアドレスを入力して下さい。（後ほど返信メールが届きます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② メールが届きますので、メール本文の URL へアクセスして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 内容を確認し、チェックを行い、申請スタートさせて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 申請する種別を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 申請者（担当者）の情報を入力して下さい。（申請についての問い合わせに対応できる方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ 事業所の名称及び住所を入力して下さい。金額は自動的に入力されます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 申請に必要な申請書のデータをアップロードして下さい。（Word、PDF 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 同意欄にチェックを行い、 金額確認画面へ進む」を押して下さい。 

 

 

 

 

⑨ 金額確認ページで、金額を確認し、 確認画面へ進む」を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑩ 確認画面で内容を確認していただき、問題がなければ 送信」ボタンを押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ メールが届きます（2通目）ので、これで仮受付完了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ※メール本文にパスワードがあります。後ほど使用します。 



⑫ 消防（予防課）の確認が完了したらお支払い内容のご案内のメールが届きます「（3通目）

ので、メール本文の URL にアクセスして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 仮受付完了のメール本文に記載されたパスワード（※⑪）を入力し、 本申請」ボタン

を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 内容を確認し、金額の誤りがなければ お支払いに進む」ボタンを押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑮ 決済方法を選択（クレジットカード又は PayPay）し、「 確認画面へ進む」ボタンを押し

て下さい。（クレジットカードの場合は情報の入力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 内容を確認し、誤りが無ければ、 決済する」ボタンを押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ これで支払い完了です。 

 

 

 

 

 



 

 

⑱ 支払い完了メール（4通目）が届き、申請が完結です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意点 

・申請のキャンセルは、申請を行った月の月末までに消防本部予防課（058-262-7163）まで

ご連絡ください。 

・初めての申請の際は、事前に消防本部予防課へお問い合わせいただき、必ず確認を行って

から申請を行ってください。 

 

 お問い合わせ先 

岐阜市消防本部予防課 

メールアドレス：sh-yobou@city.gifu.gifu.jp 

電話番号：058-262-7163 

mailto:sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

